
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校通信 
令和４年９月２日 №７ 

鈴鹿市立大木中学校 

生徒と教職員の笑顔が通う学校 学校 HP 
QR コード  

2学期がスタートしました！ 
 夏休み中に，中体連の地区大会や県大会，地区陸上競技大会，吹奏楽コンクール

など，多くの会場に出向きました。どの会場においても，皆さんが全力で活動する

姿を見て，かっこいいな，素敵だなと，感動しました。ありがとうござました。夏

休み中に引退された 3 年生の皆さん，本当にお疲れ様でした。  

2 学期は，全校行事として文化祭があり，その中で合唱コンクールが行われます。

各学級で心を一つにして合唱練習に取り組み，思い出に残る合唱コンクールにしま

しょう。  

3 年生は，これから進路選択や高校受験などが迫ってきます。日々の学習を計画

的に進めること，進路について具体的に決めていくことが重要です。「継続は力な

り」自分の実力を高めるために，日々の授業や家庭学習により一層力を入れてくだ

さい。  

楽しい「読書」で，読解力を高めよう！ 
 高校や大学の入試問題には，長文を基に問題が出されたり，いくつかの資料やグ

ラフから解答を導いたりする内容が増えています。このような問題に対応するため

には「読解力を高める」ことが重要です。これからの予測不能な社会の中で，問題

や課題を発見し，自分で考え，周りの人と協力して解決策を見つけ出す力が求めら

れており，「読解力を高める」ことは，何が問題なのか，課題を理解するといった

ことにつながり，将来に向けて大切な力となります。  

 そこで「読書」がとても有効です。その理由は，  

①好きな本の世界を楽しむことで，好奇心，知識，興味関心が向上する 

②世の中には，いろいろな考えがあることに気づくことができる 

③過去の出来事や偉人等の人生などが体験できる 

④文章が読め，長文が理解できる 

⑤語彙（単語，言葉）が増えることで，表現が豊かになり，自分の考えや思いを 

相手に伝えやすくなる 

⑥文章から，その様子を想像することで，想像力が高まる 

などで，良いことばかりです。  

9 月 2 日（金）から 9 月 8 日（木）まで，家庭学習・読書の取組強化週間です。 

ゲームやテレビ，ネット動画などは 1 時間程度にし，家庭学習や読書に取り組み，

そして，習慣にしてほしいと思います。  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大おかず 小おかず 小おかず 

鈴鹿市平均 3.4% 11% 4.2% 

大木中学校 6.1% 18.1% 6.5% 

新制服のボタンデザインが決定しました！ 
 新制服のボタンデザインは，右のデザインに決定しました。

生徒の皆さんの約５０％の支持がありました。  

【選んだ人の意見】  

■昔から変わらない大木中学校の校章が使われているから。  

■海から昇る朝日のように大木中学校も輝けると感じたから。 

■自然とともに自分たちも成長できると思ったから。  

■大楠の葉と背景に伊勢湾があるのが良いと思ったから。  

 

給食の残飯を減らそう！大木中 SDGｓの取組 

大木中学校は、鈴鹿市の他の中学校に比べて、残飯量が

多いことがわかりました。 

 【残飯減少に向けた３つの取組～給食時間の時間確保～】  

①朝のうちに自分の係を確認する。  

②自分の係の仕事は責任を持って行う。  

③クラスで声掛けをする。  

「校則見直し」の取組！ 
アンケートの結果から、今後変えていきたいと思う校則を３つ
厳選し、その理由とともにまとめました。  
①体操服のシャツを外に出してもよい  

・暑いので熱中症対策になる  ・シャツを入れると動きにくい  

②靴、靴下を自由にする  

・汚れが目立つから自分に合う靴や靴下が見つけにくい  ・周りとの区

別がつきにくい  ・白だと、買う靴の数が多くなる  

③髪の毛を下ろしてもよい。髪の結ぶ高さを自由にする。  

・髪のセットに時間がかかる  ・授業に集中できるならどんな髪型でも

良い  ・通学の際にヘルメットを安全にかぶれるなら良い  ・学校へ来て

から髪を結ぶのでも問題ない  

3 つの校則について，9 月 5 日（月）～9 日（金）の期間で
試行します！  

■10 月 7 日（金）はキッズウイークとなっており，学校は休みです。部活動

は実施するところがあります。  

■留守番電話は，9 月中においては 18 時 30 分から翌朝 7 時 30 分の時間帯

で運用いたします。  

つくる責任  

つかう責任  


